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４ 協  議  事  項 
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 (ｱ) 対象団体                         

   (ｲ) 実施場所                                           

      (ｳ)  日程調整  

第１候補：平成 31 年  月  日（ ）   ： ～ ：   

         第２候補：平成 31 年  月  日（ ）   ： ～ ：    



(ｴ) 名  称                          

   (ｵ) テ ー マ ・                        

           ・                        

  イ 管外行政視察について 
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６ 実施によって得られた結果と地域住民への影響について 

７ 今後の課題について 

８ 先進地から本市へのアドバイスなど 
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６ ブックセンターの目指す方向性について 

７ 今後の課題について 

８ 先進地から本市へのアドバイスなど 
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午前９時２７分開会 

○委員長（竹中  理） それでは、定刻を少し前で

すけれども、皆さんおそろいになられましたので、

始めたいと思います。 

 改めまして、おはようございます。それでは、た

だいまから文教民生委員会を開会をいたします。 

 ４月になりまして、暖かくなったり寒くなったり

しますけど、ようやくきょうからだんだんと暖かく

なるということで、皆さん風邪など引かれないよう

によろしくお願いします。 

 また、今回は年度当初の委員会であります。４月

１日付で異動された方、またそのままの方さまざま

あると思いますけども、このメンバーでしっかりま

たよろしくお願いしたいと思います。座らせていた

だきます。 

 なお、当局のほうから谷岡市民生活部長の欠席に

ついて申し出があり、許可いたしておりますので、

ご了承願います。 

 また本日は、事務概要の報告後、教育委員会教育

総務課と、及び健康福祉部社会福祉課からの報告事

項の申し出があり、これを許可しておりますので、

ご了承願います。 

 なお、当委員会の組織構成ですが、この４月から、

地域コミュニティ施策に関する事項は総務委員会

の所管に変更となりましたので、ご承知おき願いま

す。 

 それでは、協議に入ります前に、今回、年度当初

の当局職員の異動がありましたので、ここで出席者

の皆さんに自己紹介をお願いをしたいと思います。 

 それでは、私のほうから、今年度委員長します竹

中といいます。また本年度もよろしくお願いします。 

 じゃあ、こっちからずっと。 

○委員（上田 倫久） 副委員長の上田倫久と申しま

す。明るく元気に前向きに委員長助けて頑張ります。

よろしくお願いします。 

○委員（木谷 敏勝） 木谷敏勝です。よろしくお願

いします。 

○委員（土生田仁志） 土生田仁志といいます。よろ

しくお願いします。 

○委員（青山 憲司） 青山です。よろしくお願いし

ます。 

○委員（井上 正治） 井上でございます。よろしく

お願いします。 

○委員（松井 正志） とよおか市民クラブの松井正

志と申します。どうぞよろしくお願いします。 

○委員（上田 伴子） 上田伴子です。よろしくお願

いします。 

○委員長（竹中  理） それでは、次第の３ページ

の名簿順に従いまして、コミュニティ振興部よりお

願いします。 

○地域コミュニティ振興部長（幸木 孝雄）地域コミ

ュニティ振興部長しております幸木です。よろしく

お願いいたします。 

○地域コミュニティ振興部参事（桑井 弘之） 地域

コミュニティ振興部参事の桑井でございます。よろ

しくお願いします。 

○生涯学習課長（大岸 和義） 生涯学習課長をして

おります大岸です。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○生涯学習課参事（上田 健治） 失礼します。同じ

く生涯学習課参事兼豊岡市立図書館館長をしてお

ります上田と申します。よろしくお願いします。 

○文化振興課長（米田 紀子） 文化振興課長、米田

です。よろしくお願いします。 

○文化振興課参事（小川 一昭） 文化振興課参事、

また豊岡市民会館の館長の小川と申します。よろし

くお願いいたします。 

○新文化会館整備推進室長（櫻田  務） 失礼しま

す。今年度の組織改革で、新文化会館整備推進室っ

ていうのが立ち上がりまして、初代室長の櫻田と申

します。室長です。よろしくお願いします。 

○スポーツ振興課長（池内 章彦） おはようござい

ます。スポーツ振興課長の池内です。よろしくお願

いします。 

○市民課長（定元 秀之） 市民課長の定元です。よ

ろしくお願いします。 

○生活環境課長（今井 謙二） 生活環境課長の今井

です。よろしくお願いします。 
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○城崎振興局市民福祉課長（土岐 浩司） 城崎振興

局市民福祉課長の土岐と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○竹野振興局市民福祉課長（船野 恵子） 竹野振興

局市民福祉課長の船野と申します。どうぞよろしく

お願いします。 

○日高振興局市民福祉課長（前野 郁子） 日高振興

局市民福祉課の前野と申します。よろしくお願いし

ます。 

○出石振興局市民福祉課長（川口 雅浩） 出石振興

局市民福祉課長の川口と申します。よろしくお願い

いたします。 

○但東振興局市民福祉課長（柏木 敏高） 失礼いた

します。但東振興局市民福祉課長の柏木と申します。

よろしくお願いいたします。 

○健康福祉部長（久保川伸幸） 健康福祉部長の久保

川です。昨年度までは、ハートリーフ戦略室長がつ

いておりました。私は最後の戦略室長でした。よろ

しくお願いいたします。 

○社会福祉課長（原田 政彦） 社会福祉課長の原田

です。引き続きよろしくお願いいたします。 

○社会福祉課参事（小野 弘順） 社会福祉課参事の

小野です。よろしくお願いします。 

○社会福祉課参事（大谷 賢司） 社会福祉課参事の

大谷でございます。よろしくお願いします。 

○高年介護課長（恵後原孝一） 高年介護課長の恵後

原です。どうぞよろしくお願いします。 

○高年介護課参事（武田 満之） 同じく高年介護課

参事の武田でございます。２年目になります。よろ

しくお願いします。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 健康増進課長の宮本

です。よろしくお願いします。 

○健康増進課参事（浅田 英稔） 健康増進課参事の

浅田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○健康増進課参事（村尾 恵美） 健康増進課参事の

村尾と申します。よろしくお願いいたします。 

○健康増進課参事（三上 尚美） 健康増進課参事の

三上と申します。よろしくお願いします。 

○教育次長（堂垣 真弓） 教育委員会教育次長の堂

垣でございます。よろしくお願いいたします。 

○教育総務課長（永井 義久） 教育総務課長の永井

です。よろしくお願いします。 

○教育総務課参事（宇川 義和） 教育総務課参事の

宇川です。よろしくお願いいたします。 

○教育総務課参事（橋本 明宏） 失礼します。教育

総務課参事で、文化財室室長と歴史博物館の館長を

兼務させていただきます橋本です。どうぞよろしく

お願いします。 

○教育総務課参事（大谷 康弘） 教育総務課参事、

学校給食センター所長の大谷です。どうぞよろしく

お願いします。 

○こども教育課長（飯塚 智士） こども教育課長の

飯塚です。どうぞよろしくお願いします。 

○こども教育課参事（川端美由紀） こども教育課参

事でこども支援センター所長を拝命しました川端

と申します。よろしくお願いいたします。 

○こども育成課長（木下 直樹） おはようございま

す。こども育成課長の木下でございます。昨年まで

は文化振興課でお世話になりました。引き続きよろ

しくお願いいたします。 

○こども育成課参事（山根 哲也） こども育成課参

事、山根と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○こども育成課参事（冨岡  隆） 失礼いたします。

こども育成課参事兼幼保政策室長をしております

冨岡と申します。よろしくお願いします。 

○こども育成課参事（山本加奈美） 失礼いたします。

こども育成課参事の山本加奈美と申します。昨年ま

では現場にいました。とても初めてです。よろしく

お願いいたします。 

○事務局主幹（木山 敦子） 最後に事務局の木山で

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（竹中  理） それでは、ありがとうござ

いました。平成３１年度はこのメンバーで委員会審

査を対応いただくことになります。どうかよろしく

お願いいたします。 

 それでは、４の協議事項に入りたいと思います。 

 １、委員会所管事項の事務概要について、まず当
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局から部単位で一通りの説明を受けた後、各委員か

ら質疑等を行っていただきたいと思います。 

 本日は、あくまでも事務概要の説明でありますの

で、また時間が限られておりますので、当局説明及

び委員からの質問は、要点を押さえて簡潔明瞭によ

ろしくお願いいたします。 

 なお、委員会での発言は、委員長の指名の後マイ

クを使用し、発言の最初に課名と名字をお願いをい

たします。 

 それでは、当局からページ順で説明をお願いをい

たします。まず、事務概要書があると思います。事

務概要は、今回から各委員会のやつも全部入ってお

りますので。一番上に文教民生があります。 

 まず、地域コミュニティ振興部、よろしくお願い

します。 

○生涯学習課長（大岸 和義） それでは、資料１ペ

ージをごらんください。生涯学習課の事務概要につ

いて、主なものについて説明をいたします。 

 概要のところの１の（３）でございます。子ども

の野生復帰事業についてですが、市内の子供たちに

野外体験プログラムを提供し、ふるさと豊岡を愛し、

夢の実現に向け挑戦する子供たちを育成すること

を目的とした事業でございます。 

 本年度は、まず１つ目、周年型体験プログラムで

年７回で定員各１００名、それから単発型体験プロ

グラムで年４回、定員各２０名、成人対象体験プロ

グラム年４回、定員各２０名の３本立てとなってお

ります。小・中学校などを通じて、現在参加者の募

集を行っているところでございます。 

 続いて、その下に２の（１）、生涯学習サロンに

ついて説明いたします。整備に必要な経費のうち、

解体工事、隣家調査、地質調査、設計監理を６月補

正予算に計上する準備を進めております。あわせて、

民間利活用スペースについて公募したところ、１社

から参加意向が示され、現在提案内容を審査してお

ります。審査の結果、提案を整備計画に取り入れる

こととなった場合には、提案内容をもとに詳細協議

を行い、予算案に反映させる予定でございます。 

 その下、（４）の植村直己冒険館機能強化改修運

営事業についてでございます。現在１グループから

参加意向が示されており、今後５月と６月に企画提

案のプロポーザル審査を行う予定でございます。そ

の結果、９月議会に事業契約の議案を上程する予定

でございます。 

 最後ですが、（５）番の子どもたちが豊岡で世界

と出会う音楽祭についてでございます。ことし６月

４日から９日までの６日間、市内各所で２５の企画

を実施します。主なものとしましては、子供たちの

ためのコンサート、学校訪問コンサートは市内小学

校１０校。街角コンサートは市内５カ所、期間中毎

日夕方６時から稽古堂で行いますイブニングコン

サート、最終日９日にはグランドフェスティバルを

行います。１部はキッズコンサートとバイオリンの

ワークショップ、それから２部はブラームスをテー

マにトークと演奏、３部はファイナルコンサートと

なっております。近日中に市内各所で告知とチケッ

トの販売が始まる予定でございます。 

 生涯学習課からは以上です。 

○委員長（竹中  理） 続いて文化振興課。お願い

します。 

○文化振興課長（米田 紀子） それでは、２ページ

の文化芸術の振興のところをごらんください。 

 今年度も引き続き市民文化の向上のため、すぐれ

た芸術文化に親しむ環境づくりと文化活動への支

援、また効果的な事業の実施、情報発信などを行っ

てまいります。 

 今年度の主な概要ですが、５つちょっと上げさせ

ていただいております。１つ目、豊岡アートシーズ

ンです。２０１９年度は春夏、秋冬の２期に分け、

演劇や音楽など多彩なプログラムで行われる事業

につきまして、一体的に広報、ＰＲをしてまいりま

す。文化振興課の関係では、子ども歌舞伎の体験教

室や、参加型演劇の公演を予定しております。 

 ２つ目の豊岡市民会館、主な自主事業です。名作

絵本の朗読劇の公演や、プロの演奏家が小学校や子

育てセンターを訪問する参加型のコンサートなど

を予定しております。 

 ３つ目です。旧出石文化会館の解体につきまして
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は、今年度中に解体工事を完了すべく進めてまいり

ます。 

 ４つ目、日本・モンゴル民族博物館では、上げて

おりますような企画展。 

 それから最後、美術館、伊藤清永記念館ですけれ

ども、今年度開館３０周年の節目を迎えますので、

関連した企画展示等を予定しております。 

 文化振興課からは以上です。 

○委員長（竹中  理） 続いて、新文化会館整備推

進室。 

○新文化会館整備推進室長（櫻田  務） 豊岡市の

市民会館と旧出石文化会館ひぼこホールですけれ

ども、両館のホール機能を統合する格好で、文化芸

術創造活動を支える中核施設をつくっていきます。

昨年度でございますけども、豊岡市新文化会館整備

基本構想・基本計画策定委員会を設置いたしまして、

基本構想を策定したところでございます。 

 概要のところでございます。今年度の取り組みで

すけども、今年度は基本計画を策定していきたいと

思います。 

 １です。まず策定委員会、年４回開催する予定で

協議を進めてまいります。 

 ２つ目、市民ワークショップで、市民の方々のい

ろんな意見を聞いていきたいと。先週、皆様に配付

させていただきましたけども、３回開催する予定で

ございます。 

 ３つ目、市民フォーラムを開催させていただくと

いうことと、４つ目、パブリックコメントで広く意

見を募集したいと考えております。 

 今後の予定でございますけども、来年度は基本設

計、再来年度２０２１年度は実施設計、実際に建築

工事に入りますのが、２０２２年から２４年です。

２０２５の完成に向けて進めていきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○委員長（竹中  理） 続いて、スポーツ振興課。 

○スポーツ振興課長（池内 章彦） ４ページをごら

んください。地域に根差した生涯スポーツの振興と

各種大会の誘致につきまして説明させていただき

ます。 

 基本方針として、引き続き体育協会など関係団体

と協働して、いつでも、どこでも、いつまでもスポ

ーツに親しむことのできる環境と組織づくりを進

めていきたいと考えております。 

 概要ですが、５項目を上げております。特に４の

城崎ボートセンター、神美台スポーツ公園などの社

会体育施設等の整備。 

 それから、５の東京２０２０オリンピック・パラ

リンピックにおけるボートドイツ代表チームの事

前合宿受け入れに向けた準備を進めていきたいっ

ていうふうに考えております。なお、今月８日から

３年連続となるボート日本代表チームの強化合宿

が行われています。オリンピックやその後の取り組

みを考え、日本ボート協会との連携強化を進めるこ

ととしております。その内容につきましては、お手

元に資料を配付しておりますので、ご清覧をくださ

い。 

 説明は以上です。 

○委員長（竹中  理） 以上で説明は終わりました。 

 ただいまの説明につきまして、質疑、意見等あれ

ばお願いします。よろしいでしょうか。 

 松井委員。 

○委員（松井 正志） 私から、豊岡市の施政方針、

育成方針というか、市長総括説明でも、演劇のまち

というスローガンが出てきたんですけども、豊岡市

の場合は、文化振興課を中心とした市民の皆さんを

対象とした文化振興の部分と、それから大交流課が

担当している国際アートセンターであるとか、今回

の青年団の移転であるとか、同じような文化という

分野なんだけども、少し異質のものが一緒になって

取り組みがされとるんだけども、そういうところの

調整っていうのは何かされとるようなことがある

んだろうか。つまり、市民の皆さんに対する文化の

貢献っていうんか、例えば城崎アートセンターとか、

それから青年団なんかの誘致に伴って市民の皆さ

んへの文化へのレベルアップというか振興という

か、そういうものを何かお互いが調整しながらやっ

てることがあるだろうかっていうことをちょっと
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お聞きしたいと思います。 

○委員長（竹中  理） はい、どうぞ。 

○地域コミュニティ振興部参事（桑井 弘之） その

あたりでございますが、全体的には文化芸術振興計

画等に基づいて振興を図っているわけでして、具体

的に言いますとアートシーズン、ここで他部署のそ

ういった文化施策等も一緒に組み込みまして、一緒

にＰＲ等もやっていくというようなことで進めて

おります。 

 以上でございます。 

○委員長（竹中  理） 松井委員。 

○委員（松井 正志） さっきのご説明の中でスポー

ツ振興課の説明の中には、オリンピックに関連をし

て、ドイツチームを誘致するっていうことがあった

んですけども、ドイツチームを誘致するというのは、

それだけが目的ではなくて、そういうことを通じて

ボート競技が市民の皆さんに浸透させたりする狙

いも一部にあると思う。それと同じように文化の面

でも、やはり単に青年団とか国際アートセンターを

奨励するだけではなくて、それをやはり市民の皆さ

んに還元できるようなことをやるのが自治体のや

る文化政策だと思うんで、そのあたりの意識をちゃ

んと持っとってほしいなという意味です。それにつ

いてもしコメントがあれば。 

○委員長（竹中  理） どうぞ。 

○地域コミュニティ振興部参事（桑井 弘之） 先ほ

ども申しましたようにアートシーズンというよう

なことで、全体を取りまとめて文化振興課のほうで、

それこそ調整しながら国に対する申請ですとか、そ

ういうようなことで調整を図りながら進めており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（竹中  理） ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（竹中  理） ないようでしたら、以上で

終わります。 

 続きまして、市民生活部の説明をよろしくお願い

します。 

○市民課長（定元 秀之） それでは、概要書の５ペ

ージをごらんください。市民課からは、国民健康保

険事業の安定的な運営について説明をします。 

 まず最初に、現況と課題ですが、国民健康保険事

業とは、国民皆保険体制の基幹的な制度として重要

な役割を担っているということであります。ただ、

その財政状況につきましては、医療技術の高度化や

被保険者の高齢化等により、医療費が年々増加する

一方、低所得者層、高齢者層が多いという加入構造

の影響もあり、財政としては大変厳しい状況にあり

ます。 

 このような中、平成３０年度から都道府県が財政

運営の責任主体、市町村は今までどおり資格管理、

国保税の決定・賦課・徴収・保険給付、保健事業を

実施し、適切に役割分担を行う県単位化が始まりま

したが、本市の国保事業の健全で安定した運営を図

るためには、より一層の経営努力が必要であります。 

 基本方針として、３項目上げております。まず１

つ目として、豊岡市国民健康保険運営協議会の答申

の趣旨を尊重しながら、健全な運営に当たります。 

 ２つ目としまして、国保税の収納率向上及び被保

険者間の負担の公平を確保するため、徴収部門であ

ります税務課と連携し、滞納者の対策に努めてまい

ります。 

 ３つ目としまして、健康増進課と連携を密にしま

して、特定健康診査等実施計画の着実な推進を図っ

てまいります。 

 概要につきましては、５項目上げております。ま

ず１項目としまして、国民健康保険事業の財政は保

険給付費に大きく左右されるため、医療費の動向を

的確に把握しなければなりません。 

 ２項目めです。これは、税務課の収税係になりま

すが、滞納者の実態把握に努めるとともに、納付相

談の機会を積極的に設けるなど収納率の向上を図

ってまいります。 

 ３項目めです。医療費通知や診療報酬明細の点検、

資格審査の実施による医療費の適正な支給に努め

るとともに、後発医薬品の普及啓発に努めてまいり

ます。 

 ４項目めです。特定健康診査の受診率向上と特定

保健指導の充実を図り、生活習慣病の発症や重症化
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を予防します。 

 最後です。５項目めとしまして、国保データシス

テム、これをＫＤＢといいますが、そこから医療費

分析を行い、医療の適正化を図ってまいりたいと考

えております。 

 以上であります。 

○委員長（竹中  理） 続きまして、生活環境課、

お願いします。 

○生活環境課長（今井 謙二） ６ページをお願いし

ます。生活環境課から、ごみの減量化事業について

ご説明いたします。 

 昨年度にクリーンパーク北但で処理した豊岡市

のごみ量は２万６，６０３トンであり、一般廃棄物

処理基本計画で掲げた目標値以上にごみの排出量

は減少しています。しかしながら、１人当たりが排

出する１日のごみ量では、直接搬入される主に事業

系のごみが計画目標に達していない状況にありま

す。 

 また、海洋プラスチックごみ問題につきましては、

これまで以上にごみの削減のあり方について検討

し、取り組みを進めることが不可欠となっています。 

 そこで、環境型社会の構築に向けて、さらなるご

みの減量化、再資源化を推進する方針としておりま

す。 

 今年度の主な目標としましては、概要のところに

あります１につきましては、１０月１日から指定ご

み袋の料金を改定しますが、このことを市民に周知

する際には、ごみの減量と分別の徹底をあわせて周

知することとしたいと考えております。 

 ４は、生ごみの約８０パーセントは水分と言われ

ており、生ごみの減量を目指すため、水切りネット

の配布を通した水切り運動を展開したいと考えま

す。 

 ６は、使い捨てプラスチック製品の排出抑制を進

めるため、マイバック持参運動等に取り組みます。

さらに、プラスチックごみ削減のあり方について検

討を進めたいと考えております。 

 また、不法投棄の防止やクリーン作戦の充実につ

きましても努めていくこととしております。 

 続いて、７ページをお願いします。消費者行政活

性化事業について説明いたします。 

 新たな手口で高齢者を狙う詐欺や悪質商法の事

案が発生しており、昨年度は市の消費生活センター

に６１４件の相談が寄せられています。消費生活ト

ラブルを解決し、消費者被害を防止するために、相

談員のレベルアップによる相談体制の強化に努め

るとともに、効果的な啓発に取り組む方針としてお

ります。 

 今年度の主な取り組みとしましては、概要の１に

ありますように、市の消費生活センターの相談員を

引き続き３名配置し、相談体制を確保したいと考え

ております。 

 ４の出前講座につきましては、これまで詐欺被害

の防止を重点にして取り組んできましたが、今年度

からエシカル消費、倫理的な消費のことですけども、

これについてもあわせて啓発をしていきたいと考

えます。 

 ５の中学１年生を対象にした講座では、インター

ネットに係るトラブルの防止をテーマに全ての中

学校で実施することを予定しています。この講座の

中で、成年年齢の引き下げの注意点についても啓発

をいたします。 

 そのほか、前年に引き続き相談員のレベルアップ

や啓発事業の実施など、安全安心な暮らしを確保す

る取り組みを進めることとしております。 

 説明は以上です。 

○委員長（竹中  理） 以上で説明は終わりました。 

 ただいまの説明について、質疑、意見等ありまし

たらお願いをいたします。 

 上田伴子委員。 

○委員（上田 伴子） 何点かお聞きしたいんですが、

市民課のほうの国保の件なんですが、テレビとかで

国の指導で国保料の徴収において、結構差し押さえ

とかがふえてるというようなことを聞いてまして、

豊岡市においてはこの１０年間ぐらいでどれぐら

いにふえたんかなというとこら辺をお聞きしたい

のと、それから短期保険証の発行は、それもふえた

んかなってとこら辺と、それから特定健康診査、こ
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れは向上については、パーセンテージとしてではこ

こ数年で伸びているんかどうか。 

 それから、生活環境課のほうですけれども、ごみ

の不法投棄の件なんですけども、但馬空港の路線に

おいて不法投棄が結構続いてまして、空港の、どう

いうんかな、坂道のとこ、あれなんかの対策につい

てはどのようにしておられるんかちょっとお聞き

したいのと、それから生活環境のほうで、テレビな

んかでこの元号に関しての詐欺とかがふえてるっ

て言ってましたけれども、豊岡市においてはどんな

現状なのか。済みません、それだけお願いします。 

○委員長（竹中  理） ４点ですね。１点目は、わ

かりますか。差し押さえ……。 

○市民課長（定元 秀之） 済みません、委員長。済

みません。差し押さえの件は税務課になります。今

ちょっと資料を持ってきておりませんので、また後

ほど。 

○委員長（竹中  理） じゃあ、続いて。 

○市民課長（定元 秀之） それでは、ご質問のあり

ました件です。まず短期証です。短期証につきまし

ては、済みません、ちょっとデータが古くて申しわ

けありませんが、１月末現在で短期証につきまして

は、１万１，４６２世帯中、３カ月分という短期証

につきましては、５８３世帯になっております。 

 また、資格証明書というのは１２４世帯。資格証

明書といいますのは、本人さん資格があるんですが、

何かの理由で国保税を納めておられませんので、そ

の方が病院に行かれる場合は、１０割負担になると

いうものであります。昨年に比べますと少し減って

はおります。済みません、そういうことです。 

 あと、特定検診につきましては、全体でまず２９

年度の実績、特定健康診査が４４．６％であります。

特定保健指導は４９％であります。特定健診につき

ましては、４１市町中、上から５番目ということで、

昨年に比べますと０．７％上がっております。 

 また、特定保健指導につきましても、４１市町、

５番目ということで、昨年に比べますと５．１％上

がっているということでありますので、皆さん、そ

ういうふうに健康診断は関心もありますし、こちら

のほうでも積極的に推進のほうを努力しておりま

す。 

 以上であります。 

○委員長（竹中  理） あと、生活環境課。 

○生活環境課長（今井 謙二） ごみの不法投棄につ

いてお答えさせていただきます。路線ごととか場所

ごとによります詳しい対策の資料は持ち合わせて

おりませんが、通常は不法投棄の監視カメラの設置、

それから不法投棄されやすいところにネット等を

設置しまして、不法投棄をされないような対策をと

るとか、あと原因者が特定できる場合につきまして

は、警察との連携をとりまして、処罰まで進めてい

くとか、それは警察のほうの仕事になりますけど、

連携をとるというようなことも行います。また、不

法投棄のごみがそのまま残っていると、次々と投棄

されるというようなこともありますので、場所によ

っては片づけるというようなことをしております。 

 次に、元号の詐欺についてお答えいたします。今、

豊岡市で受けてる相談の中で、元号についての詐欺

はまだ聞いておりません。今後注意していきたいと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

○委員（上田 伴子） １点だけ、済みません。 

○委員長（竹中  理） 上田伴子委員。 

○委員（上田 伴子） その不法投棄の件ですけれど

も、私のよく地域で見回りする空港のところの脇に

ついては、ここ数年ずっと結構大量に不法投棄が続

いてる現状があるんですけども、多分あそこはカメ

ラもついてないかなと思うんですが、もうちょっと

何かいい対策がないのかなと思いますので、引き続

き検討をお願いしたいですけれども、どうでしょう

か。 

○委員長（竹中  理） どうぞ。 

○生活環境課長（今井 謙二） ごみの投棄場所が具

体的に確認できませんけども、道路管理者で処理す

るところとか、あと監視カメラにつきましては、設

置できるところとできないところがありますので

その辺とか、あと具体的なことにつきましては検討

していきたいというふうに思います。 
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 以上です。 

○委員長（竹中  理） よろしいですか。 

○委員（上田 伴子） わかりました。 

○委員長（竹中  理） ほかに。ないようでしたら、

質疑を打ち切ります。 

 続いて、健康福祉部、説明を願います。 

 社会福祉課。 

○社会福祉課長（原田 政彦） ８ページ、９ページ

をごらんください。８ページにあります豊岡市障害

者福祉計画の推進につきましては、私のほうが説明

をさせていただきます。９ページの子どもの貧困対

策の推進につきましては、参事の小野のほうから説

明をさせていただきますので、ご了承ください。 

 それでは、８ページの豊岡市障害者福祉計画の推

進についてでございます。豊岡市の障害者福祉計画

につきましては、障害者計画、それから第５期障害

福祉計画・第１期障害児福祉計画、この３つがござ

います。これらに定めました施策でありますとか、

基本目標の達成に向けて引き続き取り組みを進め

てまいります。 

 基本方針としましては、平成３０年度に引き続き

まして、次の３点を重点的に取り組むということで、

３つ上げさせていただいております。それぞれ順番

に概要の説明をさせていただきます。 

 まず１つ目、障害者の雇用・就労の促進について

でございます。これにつきましては、平成３０年度

に実施しました市内企業１０カ所、就労系障害福祉

サービス事業所６カ所、特別支援学校２カ所、公共

職業安定所へのヒアリング等から見えてきました

課題の分析結果に基づきまして、障害者自立支援協

議会しごと部会と連携して、雇用・就労支援に取り

組んでいきたいと思っております。この障害者自立

支援協議会と申し上げますのは、障害者の福祉課題

を解決するための協議の場ということで、豊岡市の

ほうが設置をしているものでございます。このしご

と部会には、いろんな関係機関入っていただいてお

りますけれども、主に障害者就業・生活支援センタ

ー、ハローワーク、それから就労のＢ型事業所に入

っていただいております。 

 そんな中で今後の取り組みとしましては、①が障

害者のための企業見学会でありますとか、就労準備

がなかなかできてない事業所がありますので、そう

いった就労準備に向けた勉強会等を開催していき

たいと思っております。 

 ２つ目としましては、なかなか職場定着ができな

い障害者の方が多いので、職場定着支援策であると

か、あとハローワークと連携しまして１時間とかと

いう短時間勤務、こういった多様な働き方について

検討をしてまいりたいと思っております。 

 ２つ目としまして、障害者の住まいの確保でござ

います。平成３０年度では、不動関係者へのアンケ

ート等の意見を受けまして、障害者自立支援協議会

せいかつ部会の住居検討プロジェクトチーム、こち

らのほうで検討し、ここと連携しまして住まいの確

保支援策に取り組んでまいりたいと思っておりま

す。 

 主な内容としましては２点。１つが支援者を対象

にして、入居に係ります事例検討会を開催したいと

思っております。これにつきましては、入居希望者

は多くが相談支援員が相談支援機関とつながって

おりますので、こういったところと連携をしながら

ということでございます。 

 ２つ目としまして、入居者の支援体制について検

討ということで、入居者のトラブルとか緊急時の相

談窓口が必要だというような不動産業者のほうか

らのニーズがありますので、こういった支援体制に

ついて検討していきたいと思っております。 

 ３点目でございます。医療的ケア児者支援のため

の保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関

との連携について取り組んでまいります。豊岡市の

医療的ケア児者支援連絡会というものをこの２月

に設置をしたところでございまして、第１回目の会

議を開催しております。今後は年に３回程度開催し

ていきたいと思います。 

 その中での主な検討内容としては、３点上げてい

るとおりでございます。医療的ケア児者の実態把握

と課題を抽出して、それから現在それぞれ地域にあ

ります地域資源の評価をしたり活用について検討
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を進めていると。３つ目として、ケースごとの検討

を通じた各機関の連携方法について検討をしてま

いりたいというふうに考えております。 

 障害者福祉計画の推進については、以上でござい

ます。 

○社会福祉課参事（小野 弘順） 私からは、子ども

の貧困対策の推進についてご説明させていただき

ます。 

 ことし２月に議員の皆さんにも配付させていた

だきました豊岡市子どもの貧困対策に基づき、対策

の推進を図っていきたいと考えております。市民ア

ンケートや支援者からの聞き取りによりまして、明

らかとなった課題を解決するために３つの課題を

設定して、重点的に取り組んでいきたいというふう

に考えております。 

 具体的には、概要のところをごらんいただきたい

と思います。まず１点目、貧困に起因した課題を有

する子供を早期発見し、支援者へとつなげる仕組み

づくりを検討していきます。 

 ２点目が、母子家庭等に対する就労相談支援機能

と就労支援制度啓発の強化を図っていきます。 

 ３点目が、就学前の子供を持つ親を対象にした親

学講座の強化充実の検討。さらには、対人援助を行

っている支援者を対象にした生活習慣づくり、子供

とのかかわり方に悩む親への支援のあり方を学ぶ

研修会の実施を検討したいというふうに考えてお

ります。 

 なお、これら取り組み以外に非認知スキルと学力

の向上の取り組みがございますけど、これにつきま

しては、こども教育課が所管して検討することにな

っています。 

 私からは以上です。 

○委員長（竹中  理） 続きまして、高年介護課。

どうぞ。 

○高年介護課長（恵後原孝一） １０ページ、１１ペ

ージをごらんください。高年介護課のほうでは、介

護保険事業の円滑な推進と、１１ページにあります

介護予防・生活支援体制の整備並びに認知症総合支

援事業の推進ということで、２つ説明をさせていた

だきますが、私からは１０ページのほうの介護保険

事業の円滑な推進についてご説明をさせていただ

きます。 

 現況ですけれども、高齢化率は平成３１年２月現

在で３３．８％、前年度から０．７ポイント上昇し

ており、兵庫県平均では２８．４％と比較しまして

も、大きく上回っているような状況です。地域別の

高齢化率で見た場合につきましては、市域内での地

域差が大きいような状況があります。 

 また、平成３１年３月末日現在の要支援・要介護

認定者数は４，８６０人でありまして、前年度の人

数から微増ではありますけれども、大きな変化はあ

りません。 

 介護保険事業推進の基本方針、概要ですけれども、

今年度は老人福祉計画・第７期介護保険事業計画に

基づいた実施年度の２年目の年に当たります。基本

理念の実現に向けまして、４つを主眼に実施してい

きたいと思っています。 

 １つ目は、地域包括ケアシステム構築の推進です。

２つ目に、保険料の収納確保です。３つ目が、要介

護認定並びに介護保険給付の適正化、４つ目が、生

活支援のサービスの充実、強化ということを取り組

んでいきまして、前年度と同じく、介護保険事業の

円滑な推進を図っていきます。なお、今年度予算の

保険給付の見込み額につきましては、８７億８，０

８９万１，０００円を計上しています。 

 私からは以上です。 

○委員長（竹中  理） どうぞ。 

○高年介護課参事（武田 満之） 引き続き高年介護

課のほうから、介護予防・生活支援体制の整備並び

に認知症総合支援事業の推進につきまして説明を

させていただきます。 

 まず、現況と課題なんですけれども、将来的に福

祉・医療・介護における専門職の担い手が不足する

ことから、地域における担い手や資源を使って継続

的に支えられる仕組みをつくっていくことが必要

になります。高齢者ができる限り住みなれた地域で、

自分らしい暮らしが続けられますように、行政区で

あるとか地区を中心とした地域づくりを進め、高齢
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者福祉関係団体等にも協力を求める中で、引き続き

介護予防や生活支援施策、認知症施策に取り組んで

まいります。 

 事業につきましては、基本方針に基づき、２つの

大きな項目を上げております。１つは、介護予防・

生活支援体制の整備と、もう一つ目、認知症総合支

援事業の推進でございます。 

 まず１番、介護予防・生活支援体制の整備につい

てですが、地域住民の参画や支援を活用する中で、

高齢者が地域とのつながりを感じる中で見守られ、

安心して生活が続けられる体制を整備するもので

す。この中では、（１）番と（３）番について、特

に重点的に進めていきたいと思っております。 

 （１）番では、平成３０年度から事業を始めまし

た、一人暮らし高齢者等安心・見守り活動につきま

しては、全豊岡市の地区３５９あるんですけれども、

そのうち８５．５％に当たる３０７区で実施してい

ただきました。さらに多くの行政区で取り組んでい

ただきますよう協力を求めてまいります。 

 （３）番につきましては、平成２７年度から豊岡

市社会福祉協議会のほうに委託しまして、６人の生

活支援コーディネーターを配置しまして、地区を中

心とした支援体制を進めております。現在各地区に

おきまして、生活の困り事の解決のための情報の共

有とか、交換あるいは話し合いの場となる協議体の

設置に向けて取り組んでおります。この協議体が早

く整備されるよう進めてまいります。 

 次に、認知症総合支援事業の推進でございます。

こちらにつきましては、（１）番、（２）番につい

て重点的に進めてまいりたいと思います。 

 普及・啓発の推進ということで、市民の方がまだ

まだ認知症の正しい知識を持っておられないとい

うことがありますので、知識と予防について学べる

フォーラムでありますとか、情報発信を積極的に進

めてまいりたいと思います。 

 （２）番、早期発見・早期対応の推進ということ

で、これまでより地域包括支援センターのほうが認

知症総合センターとして相談に乗っております。昨

年度４月から認知症初期集中支援チームを設置し

ましたので、支援対象者がスムーズに医療機関で受

診や介護保険サービスが受けられる体制づくりを

進めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（竹中  理） 次は健康増進課。どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） それでは、１２ペー

ジをごらんください。健康増進課から３点上げさせ

ていただいてまして、まず１点目です。 

 保健事業・健康増進事業の推進についてです。課

題については、現在実施している健診など、受診率

のさらなる向上や健康相談、健康教室などの推進と

しています。 

 基本方針ですが、世代を問わず家庭や地域、職場

などで健康への取り組みや健康づくり、事業への参

加が行われ、市民全体の健康度が上がるよう支援し

ていくこととしています。 

 概要は大きく５点あります。基本的には、それぞ

れ現在進めている施策を推進していくこととして

います。今年度から新たな事業としては、国が進め

ています風疹の追加対策、予防接種ですけども、こ

れについて３年間で行うこととしています。 

 続きまして、１３ページをごらんください。歩い

て暮らすまちづくりの推進についてです。課題につ

いては、健康に関心のない市民も健康づくりの輪に

加わって、住むだけで健康になるまちへの総合的な

取り組みが必要であると考えています。 

 基本方針は、誰でも取り組める簡易な方法で健康

づくりを浸透させるため、スロー筋トレを核とした

玄さん元気教室と、歩キングを柱に運動習慣の拡大

を図ります。 

 概要は大きく４点ありますが、これも基本的には

現在進めている施策を推進していくこととしてい

ます。新たな取り組みとしては、健康ポイント制度

について、幅広い年代からの参加を目指して、スマ

ホアプリのとよおか歩子というものを導入してい

ます。 

 続きまして、１４ページをごらんください。ハー

トリーフの部分です。今年度から健康増進課の所管

ということになってます。 
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 現況と課題としましては、地方創生総合戦略Ｂ戦

略についてですが、ハートリーフが受け持つ部分と

して、結婚支援策を中心に出産、子育てに至る総合

的な対策を積極的に進めると。 

 基本方針としては、戦略のブラッシュアップを行

いつつ、具体的な事業を展開。 

 概要はありますが、１の（２）の出会い機会創出

事業で、はーとピーの部分が今年度から市の直営と

いうことになっています。それから、２の多子出産

支援の（２）の子育てママの活躍機会促進事業とい

うことで、今年度から補助金を新設をしております。 

 健康増進課からは以上です。 

○委員長（竹中  理） 以上で説明は終わりました。 

 ただいまの説明につきまして、質疑、意見等があ

ればお願いします。 

 青山委員。 

○委員（青山 憲司） ２点お伺いします。 

 １点は、障害者福祉計画に関連してですが、新年

度コウノトリ共生部がこれ所管になるんかなと思

うんですけども、農福連携事業がされるということ

で、農福連携。要するに、農業にその障害者の雇用

促進というか、こういったことが始められるという

ことで、１事業所だったかな、モデル事業所みたい

なことで取り組まれるということなんですが、これ

と今の今回の社会福祉課との事業計画のかかわり

ですね。特に、障害者の雇用・就労の促進にその部

分が当たると思うんですけども、このあたりの福祉

課のかかわり方について、どうしていこうというふ

うに今予定されているのか、この点をまずお聞きし

たいと思います。 

 それから、もう１点は子どもの貧困対策ですね、

大変ショッキングなデータが示されたわけであり

ますけれども、市長は子供に対する非認知能力を上

げるような教育をするんだというふうなことや、あ

るいは就労支援っていう、ここにも書いてあるんで

すけども、こういった話はされてはおるんですけど

も、具体的にどういったことをしていくのか。４点

ほどその貧困対策の項目上がってたんですけども、

あれを見てもなかなか今の母子家庭の所得を実質

的に上げていくような雰囲気っていうのはちょっ

と感じられない。実際に就労支援をするとしても、

事業所の協力っていうんですかね、そういうとこも

必要になってきますし、一方で、母子家庭を減らし

ていくような取り組みも具体的に必要になってく

るんかなというふうに思うんですが、そのあたりの

基本的な考え方っていうんですかね、所管部署の。

そのお考えをお聞かせ願えますでしょうか。 

 ２点お願いします。 

○委員長（竹中  理） 農福連携。 

○社会福祉課長（原田 政彦） それでは、私のほう

からは、農福連携について答弁をさせていただきた

いと思います。 

 この農福連携については、農林水産課のほうで、

主導的に進められているというようなことで、そち

らのほうでまた関係機関集まったような協議会の

ようなものをつくるというようなことも聞いてお

りますので、その中で一緒に考えていくのかなとい

うふうに思っております。ただ、そうは言いながら

も、一応モデル事業としては、２事業所を選別する

というようなことを聞いておりましたけれども、今

ちょっと１事業所っていうふうにお聞きしており

ますので、そのあたりはまたその連携会議の中で具

体的な取り組み方法について意見を言えたらなと

思っております。 

 この障害福祉計画との関連性なんですけれども、

障害福祉計画の中では農福連携というようなこと

はうたっておりませんが、当然それは障害者の方々

が農業に従事するというのは非常に重要なことだ

と思っておりますので、そこは側面的に我々も支援

をしていきたいと思っておりますし、我々社会福祉

課がすべきその雇用・就労の促進につきましては、

先ほど説明しました２つの柱ですね、ここをちょっ

と重点的に取り組んでいきたいなというふうに思

っているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（竹中  理） 子どもの貧困対策。どうぞ。 

○社会福祉課参事（小野 弘順） 青山議員の質問に

対してお答えさせていただきます。 
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 子どもの貧困対策、青山議員様が言われましたよ

うに、就労支援の仕方でありますとか、母子家庭を

減らしていくっていう取り組みっていうのはなか

なか難しいものだというふうに考えております。子

どもの貧困対策につきましては、庁内委員会を組織

しておりまして、今後関係機関集まりましてターゲ

ットを絞る、あと施策を具体的に今後検討していく

予定にしております。 

 私からは以上です。 

○委員長（竹中  理） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） 農福連携については、１事業

所なのか２事業所なのか、ちょっと私も確認はでき

ておりませんのでよろしいです。農福連携では、私

がちょっと心配してましたのは、障害者の例えば農

作業する場所への送り迎えだとか、あるいは体制で

すね、そういったサポートの体制がやっぱりどうし

ても必要になってくるというふうに思います。それ

を農業従事者に負担を求めると、かえって農業され

ている方がそちらに手がとられて、実際の農業のほ

うに手が回らないというふうなことも出てきたり

すると思うんで、そういった障害者の方を農作業に

従事してもらうっていうのは私もいいことだとい

うふうに思うんですが、一方で、サポートをしてい

く体制も必要になってくると思いますので、そのあ

たりをしっかりと今の農林水産課のほうと調整を

していただいて、事業所ですね、授産施設等の体制

も含めて、ぜひその協議会のほうで調整をしていた

だくようにお願いしたいと思います。これは、社会

福祉課のほうも含めてきっちりとした体制をつく

っていただきたい。これをお願いしたいと思います。 

 それから、子どもの貧困対策ですけども、今庁内

委員会というふうなお話がありましたが、やっぱり

基本は今の母子家庭をいかに減らしていくかって

いうところが現実的な話になってくると思うんで

す。というのは、母子家庭であっても市内に、ある

いは近くに親世帯があるんであれば、その親世帯と

一緒になって、人のこと言えないんですけど、私も。

親世帯と一緒になってその世帯としての所得を上

げていく。１人当たりの所得が上がらなくても、親

世帯と一緒になることで、その世帯で消費される、

どういうんですか、効率的な生活っていうのができ

るというふうに思いますので、いかにしてその母子

家庭、核家族化を減らしていくかということが、や

っぱり具体的な取り組みの柱になってくるんじゃ

ないかなと私はそう思ってるんですよ。やっぱり核

家族化を減らしていくこの取り組みについてぜひ、

その庁内委員会のほうでは検討をいただきたいな

というふうに思います。これを今後の課題としてお

願いをしておきたいと思います。 

 あとは結構です。 

○委員長（竹中  理） ほかに。 

 なければ以上で終わります。 

 続きまして、教育委員会の説明を願います。 

 教育総務課。 

○教育総務課長（永井 義久） 資料１５ページをご

らんください。基本方針と概要ですが、セットでご

らんいただけたらというふうに思っております。 

 まず１点目でございます。ブロック塀等の対策工

事につきましては、昨年度でございますけども、緊

急性の高い４カ所、豊岡小、五荘小、八代小、豊岡

ひかり幼稚園で既に対策工事が済んでおります。今

年度２０１９年度におきましては、残る３５カ所、

概要のところに書いております小学校２２校の２

５カ所、それから中学校７校の１０カ所につきまし

て、今年度内の完了を目指すというふうに思ってお

ります。 

 ２つ目でございます。屋内運動場等の非構造部材

落下防止対策工事ということで、これは体育館のス

ピーカーでありますとかバスケットゴールの対策

工事でございますけども、中学校９校の中で５校の

整備、豊岡南と豊岡北、城崎と日高東・西の５校の

整備を終えております。今年度につきましては残り

４校、概要の部分の港中、竹野、出石、但東の４校

の整備を行うということでございます。小学校につ

きましては、実施設計というところで、五荘小、神

美小、新田小、豊小、三江小を行いまして、２０２

０年度から順次整備を行うというようなこととし

ております。 
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 次に、３つ目でございます。空調整備のことでご

ざいますけども、空調整備につきましては、順次整

備工事を行いまして、概要のところごらんいただき

ますと、小学校２６校と幼稚園・こども園の８園に

つきまして順次行うというようなことにしており

ます。 

 ４つ目の、小・中学校の情報機器整備でございま

すけども、全校の導入が完了しましたタブレットに

つきましては、活用を図るということです。あわせ

て、古いＯＳ、ウィンドウズ７等の機器もございま

すので、それの更新を図ってまいります。 

 それから、５番目の学校給食につきましては、１

５ページをごらんいただきまして、学校給食野菜等

の地産地消率を３０％以上ということを目標に、食

物アレルギー対策を進めていきたいというふうに

思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（竹中  理） いいですね。続いて、どう

ぞ。 

○教育総務課参事（橋本 明宏） 私からは、文化財

の保護と活用についてご説明させていただきます。 

 現況と課題につきましては、自然、歴史、文化財、

伝統文化などは貴重な文化遺産であり、その価値と

魅力を次世代に正しく継承していく取り組みが求

められているとしております。 

 基本方針につきましては、史跡や有形無形の文化

財など、地域づくりを支える文化遺産としてその保

存と活用に努めるとしております。 

 概要につきましては５つございまして、１つ目、

歴史博物館での企画展示、講演会、体験学習事業の

実施としております。博物館では、現在４月２６日、

大型連休前のリニューアルオープンに向けて準備

を進めておるところでございます。詳細は、特別展、

企画展、合わせて３回、ミニ企画展を３回、講演会

２回、体験学習６回程度を予定しております。 

 ２つ目です。文化財の適正な管理と消防訓練など

の実施としております。文化財パトロールを消防庁

と調整しながら、１０月下旬から１１月上旬にかけ

て５日間程度実施予定です。文化財防火デーは、１

月２６日と文化庁が定めておりますので、その前後

に消防訓練を実施する予定です。 

 ３つ目です。文化財の保存と活用です。史跡整備

委員会は、主に国分寺跡の整備事業につきまして、

１回程度の開催予定。文化財審議委員会につきまし

ては、文化財の指定、登録などについて、年２回程

度を予定しております。そのほかに、出石城保存整

備委員会ということで、必要があれば開催をする予

定でございます。 

 ４点目です。埋蔵文化財の発掘調査・保存・公開

としております。開発に伴う遺跡確認調査を実施で

ございます。現在、宅地開発や林道整備などで４件

の依頼を受けております。今後も随時対応していく

予定でございます。 

 ５点目、国指定史跡の整備ということで、（１）

但馬国分寺跡整備事業に伴う用地買い上げという

ことで、今年度は、対象者はお二人、土地５筆、物

件補償で専用住宅と立木の予定がございます。２つ

目、有子山城跡遊歩道補修等を実施としております。

遊歩道の階段の補修などと、あと、日常管理という

ことで案内看板修理や草刈りなどを予定しており

ます。 

 私からは以上でございます。 

○委員長（竹中  理） こども教育課。 

○こども教育課長（飯塚 智士） それでは、資料１

７ページ、１８ページをごらんください。私からは、

豊岡市における教育の充実について説明をさせて

いただきます。 

 まずは、本市では、子供たちが夢を持ち、その夢

の実現に向けて諦めず粘り強く挑戦し続ける力を

育んでいく必要があるというふうに考えておりま

す。 

 そこで、概要について主なものを上げております

が、その中でも３点、説明をさせていただきます。 

 まず、１の（１）、小中一貫教育の内容につきま

して大まかに説明いたします。ローカル＆グローバ

ル学習の時間と学習指導、生活指導の２つの視点で

取り組んでおります。 

 ローカル＆グローバル学習の時間では、ふるさと
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教育、英語教育、コミュニケーション教育を市内の

全ての学校で共通実践し、情報化やグローバル化な

ど、急激な社会的変化の中でも、未来のつくり手と

なるために必要な知識や力を子供たちに身につけ

させたいと考えております。 

 学習指導、生活指導では、それぞれの中学校区の

状況に応じて工夫して計画実践することで、現在の

豊岡市の子供たちの中心的な教育課題の解消に努

めております。 

 次に、１の（４）、非認知能力向上のための取り

組みの推進について説明をいたします。平成２９年

度の文部科学省委託研究で、家庭の社会的背景とし

て、家庭所得、父親、母親の学歴という３つの変数

を合成した指数、これをＳＥＳと言いますけども、

このＳＥＳが高いほど学力が高いということがわ

かりました。しかし、ＳＥＳが低い層においては学

力のばらつきが大きいですが、一定数、高学力の児

童生徒もいることがわかりました。この一定数の高

学力の児童生徒から、子供の学力は、ＳＥＳにかか

わらず、やり抜く力、自尊感情、他者とかかわる力

など、ＩＱや学力テストなどの数値でははかれない

内面の力、これを非認知能力と言いますが、この非

認知能力と相関関係があり、適切に働きかければ非

認知能力を高め、学力を一定程度押し上げる可能性

があることがわかりました。 

 この非認知能力は、幼少期に働きかけるのが有効

とされておりますので、小学校１年生から３年生を

対象として、モデル校を２校選定し、２学期から試

行的に実施する予定です。 

 なお、この事業に係る予算は、６月の定例市議会

で提出することとしております。 

 最後に、２番の（１）、学校における働き方改革

の推進ですが、今年度から全ての小・中学校で統合

型校務支援システムの運用を開始いたします。その

ほか、効率化と業務改善の両輪で学校現場の働き方

改革に取り組んでまいります。子供たちにとってよ

り実効性の高い教育に、そして教職員にとって働き

がいがあるように、現場に寄り添いながら取り組ん

でいきます。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（竹中  理） 続いて、こども育成課。 

 どうぞ。 

○こども育成課長（木下 直樹） それでは、１９ペ

ージ、子ども・子育て支援事業の推進をごらんいた

だきたいと思います。現状と課題、基本方針につき

ましては、昨年と大きく変わっておりません。少子

化が進む中、就学前の教育、保育及び子育て支援事

業の充実を図っていきたいと考えております。また、

本年１０月から幼児教育・保育の無償化のほうの実

施が予定されておりまして、保育ニーズがさらに高

まりまして待機児童の増加が懸念されるために、こ

の対応のほうについても必要があると考えており

ます。 

 概要につきましては、本年度主なものを５点上げ

ております。 

 １つ目、子ども・子育て支援事業の推進ですけど

も、子ども・子育て支援事業計画ですけども、これ

につきましては、平成２６年度に策定したもので、

２７年度から５カ年の計画となっています。計画期

間が今年度で終了しますため、今年度中に第２期の

計画のほうを策定することとしております。 

 ２番目の待機児童解消対策の推進ですけども、

（１）番です。小規模保育事業につきましては、こ

ちらのほうは定員１９名以下の事業でございまし

て、２７年度から市の認可事業となっております。

これまで３カ所が開園しましたが、今年度さらにも

う１カ所、運営事業者を公募することとしておりま

す。 

 （２）番目の保育士等確保推進事業につきまして

ですけども、こちらのほうは保育所等を働きたい職

場にしていくために業務改善策を、２園をモデル園

として現在試行しております。効果的な施策がまと

まりましたら、それを市内の各園のほうに広げるこ

ととしております。 

 （３）番目の豊岡市における幼児教育・保育及び

放課後児童のあり方計画の策定についてですけど

も、豊岡市の特性や将来の児童数の推移などに留意

しながら、保育ニーズ等に対応した量の確保と教
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育・保育のさらなる質の向上を目指しまして、就学

前施設及び放課後児童クラブ等のあり方について、

市の基本方針や具体的方策を取りまとめることに

しております。 

 ３番、就学前教育・保育の充実ですけども、こち

らのほうは今年度は特に、豊岡市、就学前の教育・

保育計画でございますスタンダード・カリキュラム、

こちらのほうですけども、平成２２年度に策定した

ものでございまして、これによりまして、保育所、

認定こども園、幼稚園のいずれの園においても、同

等の質の幼児教育・保育を提供をすることにして取

り組んでおります。こちらのほうはさらなる実践の

強化を図り、また指導力、質の向上に向けて取り組

んでいくために、本年度、内容等の更新を行うこと

にしております。 

 そのほか、就学前の教育・保育の充実や幼児期の

運動遊び・英語遊び保育の推進など、引き続き取り

組んでまいりたいと考えております。以上でござい

ます。 

○委員長（竹中  理） 以上で説明は終わりました。 

 ただいまの説明について、質疑、意見等があれば

お願いします。よろしいですか。 

 済みません、上田伴子委員。 

○委員（上田 伴子） まず、教育総務課のところで

すが、学校給食センターの地産地消率は、今の時点

では何％なんでしょうか。 

 それから２つ目に、こども教育課のところで、学

校における働き方改革のところですが、統合型校務

支援システムのための結局、支援を各学校にしとら

れると思うんですが、これは各学校にその方を１名

ずつ配置ということか、何校かに配置しとられるん

か、そこら辺お願いします。 

 それから、もう１点、ごめんなさい。こども育成

課のほうですが、この連休中の保育の体制について

はどのようになっておるか。 

 それから、保育の質の向上においては、結構監査

とかも重要になると思いますが、今の監査体制につ

いては、市はどのようにかかわっておられるんか、

そこら辺お願いします。 

○委員長（竹中  理） どうぞ。 

○教育総務課参事（大谷 康弘） 質問いただきまし

た地産地消の率でございますけれども、３０年度、

２８．８％となっております。以上です。 

○委員長（竹中  理） 働き方改革。 

 はい。 

○こども教育課長（飯塚 智士） まず、校務支援シ

ステムの支援のための人の配置というのはしてお

りません。ただ、全体の研修会を実施、それから、

各学校ごとに昨年度それぞれ実施して説明会。今年

度に入りましても、この１学期の間に説明会を各学

校ごとに行っていくと。あと、随時ヘルプデスクを

設けまして、質問を受け付けるという形をとってお

ります。 

○委員長（竹中  理） 保育の体制、連休の保育。 

 どうぞ。 

○こども育成課長（木下 直樹） まず、連休中、ゴ

ールデンウイーク中の保育の実施ですけども、特別、

一時保育のほうを、公立園では西保育園で計画して

おります。実施日としましては、４月３０日火曜日

と５月２日の２日間予定しております。あと、私立

のほうの園につきましても、それぞれ計画されてお

りまして、こちらのほうも広報等させていただく予

定にしております。 

 それから、監査体制でございますけども、こちら

のほうも毎年、担当者のほうを県等でございます監

査の研修会等に参加させまして、適正な監査が行え

るような体制を整えております。以上でございます。 

○委員長（竹中  理） 上田伴子委員。 

○委員（上田 伴子） 連休中の保育の体制ですけれ

ども、一時保育を公立においては西保育園で２日間

されるということですけれども、これにおいては、

保育料においてはどのようになっていますか。 

○委員長（竹中  理） どうぞ。 

○こども育成課長（木下 直樹） ３歳未満のお子様

につきましては、１日の利用が３，０００円で半日

利用が２，０００円で、３歳以上のお子様につきま

しては、１日利用が２，５００円で半日利用が１，

５００円としております。 
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○委員長（竹中  理） 上田伴子委員。 

○委員（上田 伴子） 連休、１０日間もあるので、

本当に保護者の方にしたら、そんな１０日間も休め

ないところが、預けてる保護者にしたらいっぱいあ

ると思うんですが、そのことにおいて特別に保育を

してもらえるのはありがたいなと思っていらっし

ゃると思うけれども、お金がね、やっぱりこの一時

保育料がかかるということにおいては、何か私的に

は、公立の保育園というか、いつも預けてる保育園

に、特別保育だからといって保育料を、かなり高額

になりますけれども、納めなあかんというとこら辺

においてはどうなんだろうと思うんですけども、全

国的な感じではどのようになってるかはご存じな

いですか。 

○委員長（竹中  理） どうぞ。 

○こども育成課長（木下 直樹） 済みません、全国

的な状況というのはつかんでおりませんけども、た

だ、西保育園におきましても、西保育園に在籍して

る子供たちだけではなくて、ほかの園に在籍してい

るお子様でも、希望がございましたら受け入れるこ

とにしております。 

 それからあと、私立保育園のほうについても、同

様の形でしていただいておりまして、ほかの日程と

かも用意していただいておりますので、そういった

こともございまして、一律に無償にするいうのは、

ちょっとこちらのほうでは考えておりません。 

○委員長（竹中  理） 上田伴子委員。 

○委員（上田 伴子） なかなかそこら辺がシビアか

なと思いますけれども、やっぱり１０日間の連休の

間に預けさせてもらうのはありがたいけれども、お

金がっていうところの市民の方も多いんじゃない

かと思いますので、ご配慮願えたらなと思います。

以上です。 

○委員長（竹中  理） ないようですね。 

 それでは、この件はこの程度にとどめたいと思い

ます。 

 以上で全部署の事務概要の説明、質問等が終わり

ました。 

 ここで委員もしくは当局の皆さんから、特に発言

はございませんか。 

 青山委員。 

○委員（青山 憲司） １点だけ、これはお願いなん

ですが、生涯学習課と新文化会館の整備のところで

ちょっと言えばよかったんですけども、この１０月

からまた消費税が上がりますし、２０２０年、来年

にはオリンピック、２０２５年にはまた万博がある

ということで、資機材の高騰が今すごく懸念をされ

てるようです。豊岡市においても相当資機材が高騰

していくんじゃないかいうことで、なかなか部材が

確保できないということも聞いておりますので、機

能についてはこちらの部署で所管されると思うん

ですが、実際の建設に当たっては、建築等もかかわ

ってくると思うんですが、これからの豊岡市の人口

統計だとか、あるいは今後の豊岡市の生涯学習の状

況だとか、あるいは文化会館の機能だとか、その辺

をしっかり見定めていただいて、余り華美にならな

いように、または部材等の確保がしっかりできるよ

うな、そういった取り組みをぜひお願いをしておき

たいと思います。いろんな、どういうんですか、コ

ンサルだとか、そういったところは、そういった資

機材等については余りこだわった感覚では見られ

てこないのかなというふうに思ったりしますが、財

政的なことも含めて関係部署と十分連携をとって、

そういった財政面でのことも十分議論をしていた

だいて、華美にならないようにお願いをしておきた

いというふうに思います。１点だけちょっとお願い

をしておきたいと思います。 

○委員長（竹中  理） お願いですね。 

 今の件で何か、それはよろしいですかね。 

 それでは、以上で、ここで、じゃあ、委員会のほ

うを暫時休憩をいたします。 

午前１０時４４分休憩 

──────────────────── 

午前１０時５７分再開 

○委員長（竹中  理） それでは、委員会を再開を

いたします。 

 次に、（２）報告事項についてに移ります。 

 それでは、教育委員会教育総務課から説明をお願



 17

いします。 

○教育総務課長（永井 義久） お配りしています竹

野小学校耐力度調査結果についてという資料をご

らんください。 

 まず、調査の目的のところです。竹野小学校はと

いうところですけども、市内の小学校の中で一番建

築年時が古いというところです。下の表で見ますと、

昭和３５年８月の教室棟が一番古くて、築５８年以

上が経過しとるという建物です。こういったことか

ら、早急な整備が必要となるということから今後の

整備手法、改築または長寿命化改修を検討するため

の耐力度調査を行いました。 

 耐力度調査につきましての内容でございますけ

ども、構造耐力、それから経年による耐力・機能の

低下、それから、立地条件という３つの項目を総合

的に調査しまして、建物の老朽化の評価を行うとい

うものでございます。 

 ２の調査結果をごらんください。各棟ごとに、そ

れから建築年時、面積、それから評価の対象となり

ました構造耐力、健全度、立地条件というものを全

て掛けましたものが、ａ、ｂ、ｃ掛けましたものが

耐力度というところです。 

 その下の米印をごらんいただきますと、１万点が

最高得点になりますので、１万点のうち４，９５０

点というものが一番上の教室棟でございます。それ

から、屋内運動場につきましては３，２４０点とい

うことでございます。耐力度につきましては、教室

棟から多目的教室までは１００点でございますの

で、耐震化の工事もやっていますので、そういう構

造耐力としてはもつというものでございますが、健

全度というところをごらんいただきますと、１００

点中５５点、それから、高いものでは６０点という

ものがございます。立地条件は０．９というものに

なっております。 

 ちょうど真ん中のところで総括というところを

囲っておりますけども、多目的室棟というところが

昭和４５年以降ですので、この部分につきましては

４，５００点以下が基準になります。そのほかは昭

和４５年以前ですので、５，０００点以下となりま

して、交付金上で見れば、構造上、危険な状態の建

物に当たるというものでございます。ただ、耐震補

強済みであるために、直ちに倒壊する危険がないと

いう結果が出ております。 

 位置関係につきましては、下の表になっています。 

 今度は裏面のほうをごらんください。どういった

整備に当たって国庫補助事業があるかというもの

でございます。一番上の負担金につきましては、

小・中学校の統合を行う場合、校舎・屋内運動場の

新増築ということでございますけども、２分の１の

補助、なおかつ、ここは過疎地域になりますので、

１０分の５．５というようなものになります。２段

目でございますけども、改築を行った場合、これは

３分の１の交付金の負担割合ということですけど

も、過疎地域ですので１０分の５．５ということに

なります。長寿命化の場合は３分の１、それから、

統合に伴います既存の施設の改修を行った場合は

２分の１、過疎の場合は１０分の５．５というよう

なことになっております。 

 それから、４番目の施設整備の検討というところ

で、老朽化が進んでいることが明らかになりました

ので、改築などの整備の時期を迎えております。今

後の竹野小の施設整備について検討を早急にして

いくということを考えております。どのようにとい

うところはちょっとまだ現在のところには結論は

出ておりませんので、きょうは報告のみということ

でお知らせをさせていただきます。以上でございま

す。 

○委員長（竹中  理） 説明は以上ですね。 

 質疑のほうはありませんでしょうか。よろしいで

すか。 

 ないようですので、以上で教育総務課のほうの報

告事項を終了します。 

 教育総務課の職員の皆さんは退席をしていただ

いて結構です。お疲れさまです。 

 それでは、次に、健康福祉部社会福祉課から説明

をお願いいたします。 

○健康福祉部長（久保川伸幸） それでは、最初に少

し私のほうから。今、お手元に平成２９年度生活保
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護費国庫負担金の返納に係る専決予算についてと

いうことでのペーパーをお配りさせていただいて

おります。詳しくは後で担当課長のほうからご説明

をしますけれども、生活保護費につきましては国庫

の負担金がございます。これの出入りにつきまして

精算をするということが必要になるんですけれど

も、その関係で、本来でありましたら、予算を入れ

るものは全て入れる、それから、払うものは全て払

うというようなことで、予算をしていく必要がある

ものをちょっと相殺をするというような誤った措

置をしていたために、今回、専決の予算をお願いす

るような事態に至っております。 

 詳しくは担当課長のほうから説明をいたします

けども、よろしくお願いいたします。 

○委員長（竹中  理） どうぞ。 

○社会福祉課長（原田 政彦） まず、ちょっと資料

のほうで説明をさせていただきます。 

 まず、１番の経緯というところでございますけれ

ども、その前に、これは平成２９年度の生活保護費

の国庫負担金の返納に係る専決予算ということで

ございますが、まず、経緯としましてでございます

けれども、生活保護費の国庫負担金につきましては、

生活扶助費とか、医療扶助費とか、介護扶助費とか、

そういった扶助費ごとに精算をすることになって

おります。今回、平成３０年度の９月補正の中で、

その下にあります表を、これをちょっと見ていただ

けたらと思いますけども、生活扶助費が返納が８９

０万円ほど、それから、介護扶助費が１４３万円ほ

どということで、返納としては、この合計が１，０

３９万８，４９２円ありますけれども、これを返納

することになります。追加としましては、医療扶助

費が２３６万４，０００円ほどで、この部分が追加

交付ということで入ってまいります。本来であれば、

これをそれぞれ現計予算として歳出で１，０００万

の予算を持ち、歳入のほうで２３６万円ほどの予算

を持つ必要があったわけですけれども、この合計の

①と②を相殺をしてしまいまして、８０３万４，０

００円で予算要求をしてしまった関係上、現計予算

としては歳出が８００万ほど、歳入が全く予算化さ

れてないというような状況でございまして、それぞ

れ対応ができないということから、２番の対応策と

しまして、歳入の部分については、専決予算２３６

万５，０００円を組ませていただいて、歳出のほう

につきましては、現計予算８０３万４，０００円の

ところ、２３６万５，０００円をオンをさせていた

だいて、１，０３９万９，０００円ということで専

決予算をさせていただくものでございます。 

 このような誤りになりましたのは、本当に十分制

度のほうを周知していなかったというところだっ

たと思いますので、今後はこのようなことにならな

いように十分制度のほうをきっちりと、しっかりと

読んで対応していきたいというふうに思っており

ます。本当にご迷惑をかけて申しわけございません

でした。済みませんでした。 

○委員長（竹中  理） それでは、質疑はありませ

んか。 

 松井委員。 

○委員（松井 正志） これ、過年度分だわな、当該

年度だったら相殺という意識がもしかしたら出て

くるかもわからんけど、過年度で相殺ということを

しようというのがそもそもが、どういったらいいん

かな、予算とか、そういう最低限のルールが欠けと

ったかなというふうに思うんで、それも十分注意し

てもらわんとと思うんで、それはええんだけど、も

う一つ思ってて、予備費使うことはできへんだろう

か。 

○委員長（竹中  理） どうぞ。 

○社会福祉課長（原田 政彦） 予備費のほうも検討

したんですけれども、もう予備費のほうはその残額

がないということで対応ができないということと、

あと、目款流用ですね、目の中にはもうこの生活保

護費だけしかないので、目款流用もするような科目

がないということで、こういう対応になりました。

以上です。 

○委員（松井 正志） 当該年度だったら、まだ間違

えても理解できるけど。 

○委員長（竹中  理） よろしいですか。 

○委員（松井 正志） しゃあない。 
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○委員長（竹中  理） ほかに。 

 それでは、ないようですので、以上で社会福祉課

の報告事項を終了します。 

 社会福祉課の職員の皆さんは退席していただい

て結構です。ありがとうございます。 

 それでは、次に、３のネウボラについての管外視

察の調査事項の事前学習ということで、現在、豊岡

市のほうでも子育て支援のほうは取り組まれてお

るわけですけども、今度行く視察のネウボラとの違

いであるとか、もう一遍、再確認で、豊岡市でこう

いうことを今やってるということの事前学習をお

願いしたところ、説明いただくということで来てい

ただきまして、ありがとうございました。 

 それでは、説明のほうをよろしくお願いします。 

○健康増進課参事（三上 尚美） 失礼いたします。

説明をさせていただきます。 

 まず、最初に、大変申しわけありませんが、１点、

資料のミスプリントがございます。資料のナンバー

１の、ちょっと手で示しますが、ここの部分ですが、

赤字で記入をしておりますこの中どころ、産前・産

後ケア・サポート事業と書いております部分の中点

の前、「ケア」を削除していただきますようお願い

します。正しくは、産前・産後サポート事業という

ふうになります。大変申しわけありませんでした。 

 それでは、まず、お届けしております資料につい

てご説明をさせていただきます。 

 まず、１枚目が日本版ネウボラについてというこ

とで、豊岡市の子育て世代包括支援センターと管内、

おやこ支援室の中での体系図を示した図でござい

ます。 

 続きまして、ナンバー２が各関係機関との連携を

示した図となります。また詳しくは後ほどご説明を

いたします。 

 ナンバー３以降につきましては、子育て世代包括

支援センターで取り組んでおります事業について

の予算、詳しい目的、目指す未来像というものを書

いた、計５枚の資料をお届けしております。 

 それでは、１枚目からご説明をさせていただきま

す。先ほどご説明をいたしましたとおり、この体系

図は、おやこ支援室の中での子育て世代包括支援セ

ンターの示す位置を示しております。日本版ネウボ

ラという位置づけで、フィンランドの子育て支援の

中で、相談やアドバイスの場といったものだけを日

本版ネウボラとして考えて実施をしておりまして、

妊産婦から相談、助言・指導を受けた子育て世代包

括支援センターの職員が関係機関と連携して、妊産

婦の課題を解消していくという図になっておりま

す。その中の下のところに、薄いブルーでくくって

おります子育て世代包括支援センターの業務と書

いておりますところが業務の内容、また、産前・産

後ケア・サポート事業、この分につきましては、新

しく支援のつなぎ先として実施をしております事

業となります。また、その下、オレンジの矢印の部

分は、おやこ支援室の中でも５歳までの支援を行っ

ておりますので、そちらにつなぐということで、オ

レンジの矢印となっております。 

 豊岡市の保健師活動は、現在まで地区担当をベー

スに母子保健活動、健康づくり教室、精神など、大

人の方への支援を地区担当保健師が市民の生活に

寄り添うことを心がけながら行ってきました。その

体制の中から日本版ネウボラの位置づけで、妊娠期

から４カ月健診までの支援を２人の専任保健師を

置きまして、豊岡市全体をその２人が担当して、顔

の見える関係を大切に、実際にお母さんや赤ちゃん

の様子を見て、大丈夫よ、育児は頑張らなくていい

よと言える関係を目指しております。その入り口と

して、妊娠届け出時にできるだけ包括支援センター

の職員が妊婦さんに全数面接をして、不安を丁寧に

聞き取ることを心がけております。このことは従前

から実施をしておりました。 

 丁寧に聞き取った不安をもとに、妊婦への相談・

訪問をできる限り全数、お出会いをするということ

を目指しております。このブルーのラインの中で緑

で書いておりますのは、包括支援センター立ち上げ

に当たり強化をいたしました事業、赤で書いており

ます事業は、新たに立ち上げをしました事業を書い

ております。 

 妊婦への相談・訪問について、できる限り全数の
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支援とハイリスクについては再訪問ということで、

立ち上げまでは７．９％程度のお出会いしかできて

おりませんでしたが、平成３０年度につきましては、

届け出５０６人に対して２５４人の妊婦さんに出

会うなり、お電話で連絡をするなりということがで

きておりますので、徐々にできつつあるかなという

ふうに考えております。 

 その隣、新生児・乳児の相談・訪問につきまして

も、立ち上げまではハイリスクを中心に新生児訪問

を行っておりましたが、全員に訪問をするというこ

とを目指しておりまして、平成３０年度は５１６人

の新生児、お生まれになった方に対して４７９人の

訪問を行っております。９２．８％の訪問を実施し

ました。これも立ち上げまでは７９．８％のお出会

いでしたので、少しお出会いができ始めたかなとい

うふうに感じております。また、この中で不安が少

しでもある方については、赤字で書いております、

もう一度再訪問を実施して、授乳指導であったり沐

浴指導など、育児支援のきめ細かい指導を行ってお

ります。また、保健師のほうの訪問でもなかなか支

援が不足といいますか、ヘルパー派遣であったり産

後ケア、また、仲間づくりが必要な方につきまして

は、その２つ下、支援プランを作成をいたしまして、

各支援であったり援助につないでいるような現状

にございます。 

 支援プランにつきましては、立ち上げから２年間

たちまして、７８件実施をしております。２年間た

ちましたので、当初に支援プランをつくりました方

が１歳６カ月になりつつありまして、これからこの

評価が必要になってくるというふうに考えており

ます。 

 その下、新たに立ち上げました事業、産前・産後

サポート事業、実際にはヘルパーをご家庭に派遣を

いたしまして、家事援助であったり、乳児の相談、

援助を行っております。また、その次、産後ケア事

業、これは宿泊型・訪問型がありまして、宿泊型に

つきましては、豊岡病院、八鹿病院に委託をいたし

まして実施をしております。ただいま入院期間が以

前と比べましたら産後、非常に短くなっておりまし

て、家に帰られるところで不安を訴える産婦さんが

非常に多うございます。ですので、病院に延泊とい

う形で、延泊料に補助を出しまして、とどまってい

ただいて、出産をされた病院で顔の見える関係とい

うか、実際にお産を介助された助産師さん方に支援

を受けながら、授乳であったり、それから育児手技

の相談支援を受けるという形になっています。また、

見立てがなかなかできない産婦さんもふえており

まして、育児技術が未熟な場合もあります。そのよ

うな場合も宿泊型をご利用いただいておりまして、

立ち上げから１年半たったところなんですが、４人

の方がご利用いただいて、１２日間の利用をいただ

いております。 

 訪問型につきましては、やはり上の子供さんがお

られたりご家庭の事情で、おうちに帰りたいという

方もありますので、病院に延泊という形ではなくっ

て、おうちに助産師を派遣いたしまして、乳房ケア

であったり、沐浴等の育児の相談支援に乗っており

ます。これにつきましても、立ち上げから３３人の

方に５３回、ご利用をいただいております。 

 その下、マタニティママ＆ベビー交流会、これに

ついては仲間づくりを目的に、年間６回実施をして

おりまして、妊婦については、通算ですけど、６２

人の方が参加していただいております。また、産婦

については９２人の方が参加していただいており

まして、妊娠中にこの交流会に参加されて、また産

後も参加をされるという方で、そこで仲間づくりが

できかけているというふうに感じております。この

交流会については、今後より一層強化をしていきた

いと思っております。 

 それでは、次のページを、ナンバー２をごらんく

ださい。これは子育て世代包括支援センターの、先

ほど申し上げました支援プランを基本にいたしま

して、連携を各関係機関に行っていくという図です。

縦軸が支援の個別性、横軸が年齢になっております。

また色分けをしておりますのが、ピンクで塗ってお

りますものが健康増進課の事業でございます。そし

て、先ほどご説明いたしましたが、赤字で明記をし

ておりますのが新たに立ち上げました事業、緑色が
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強化をいたしました事業、黒が従前から行っており

ました事業となっております。緑でくくっておりま

すのがこども育成課が実施しております事業、黄色

が社会福祉課が実施しております事業をあらわし

ております。妊娠のところから保健師が全数に面接

をいたしまして、この赤い矢印は個別支援会議を示

しておりまして、青い矢印は要保護児童対策協議会

を示しております。全数面接して、リスクのある方

には個別支援会議を医療機関と連携を持ちながら

実施をしていく。必要な方には要保護児童対策協議

会にかけて支援をしていくというふうなことを示

しております。全てそのような形で示しております。

また、子育て世代包括支援センターで立てました支

援プランは、将来的には徐々にサポートファイルに

つないでいって、支援をつなぐというふうな考えを

持っております。ですので、妊娠から出産、また就

学までの切れ目ない支援を目指しているというこ

とをこの図で説明をしているところです。 

 全体を通じまして、やはり既存の母子保健の事業

では、妊娠届け出時から新生児まではハイリスクア

プローチが中心でした。しかし、ハイリスクとして

いたリスクのラインを、この子育て世代包括支援セ

ンターの立ち上げに伴いまして下げることを心が

けまして、今までポピュレーションアプローチで対

応していた方にも相談支援を行っているところで

す。 

 おがっこネウボラとの多少の違いですが、おがっ

こネウボラのほうは臨床心理士がおられたり、保育

園までの相談とかをされているようですが、豊岡市

の場合は、繰り返しですが、妊娠中から生後４カ月

までを２人の保健師で専任で実施をするというと

ころに、現在のところは強化をいたしているところ

です。 

 それでは、資料３番です。これは３１年度予算額

も記入をしておりますが、子育て世代包括支援セン

ター、目指す将来像と事業目的、繰り返しになりま

すが、子育て期までの切れ目ない支援体制を整える

ということで、相談体制の強化とサービスの導入を

行って充実を図っているところです。 

 事業内容、実施期間は、平成２９年度からです。

そちらのほうに対象者のイメージ、目指す方向とい

うことを、ちっちゃな図にはありますが、描いてお

ります。支援の必要な妊産婦が増加しておりますの

で、保健師やその他関係機関、この声かけや相談支

援を入れることによりまして、安心して育児ができ

るよう援助をしていきたいというふうに考えてお

ります。 

 次、ナンバー４です。資料をめくってください。

産前・産後サポート事業です。これにつきましては、

先ほどご説明をいたしましたが、ヘルパーをご家庭

に派遣をすることと、それからマタニティママ＆ベ

ビー交流会、仲間づくりの場、２本立てを主にして

おります。わかりにくいですが、少し皆さんで茶話

会をされている写真を添付をしております。仲間づ

くりの教室として位置づけております。 

 産後ケア事業につきましても、先ほど、ナンバー

５でございます。説明をいたしましたことを文章に

落としているような状況になっております。 

 私からの説明は以上です。 

○委員長（竹中  理） ありがとうございます。 

 それでは、豊岡市の今やっている支援というとこ

ろと、あと、少し、若干視察先のおがっこネウボラ、

秋田県男鹿市ですけども、違いも、行っていただき

たいと思います。たくさんあるんで、一遍にこの図

を理解するのはあれだと思いますけども、また視察

までにしっかり見ていただいたらと思いますけれ

ども、もう一つ、ちょっと済みません、これは僕の

個人的なというか、新聞の記事で、今、全国的にも

ネウボラというのが広がっているということで、資

料をつけさせていただきました。 

○委員（松井 正志） 質問ええか。 

○委員長（竹中  理） 質問どうぞ。 

 松井委員。 

○委員（松井 正志） 僕もちょっと素人なんでよく

わからんけど、ネウボラっていう趣旨は、そもそも、

例えば組織でいくと健康増進課と、それから、こど

も育成課とか、こども教育課とか、一定の機関のと

ころをトータルでサポートしていく仕組みだとい
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うふうに理解をして、で、スタートしてると思って

る。ほんで、今の説明聞くと、確かに健康増進課の

中では保健師さんが丁寧に対応して、全面談したり

して体制ができとんだけども、僕は、きょうのよう

な説明に来てくれるんだったら、健康増進課とこど

も育成課、両方来て説明してもらうようだったら、

市としてそういう体制が整っとるっていう理解が

できたんだけども、そういうことではない、そうい

う理解ではおかしい、どうなのか。 

○委員長（竹中  理） どうぞ。 

 部長。 

○健康福祉部長（久保川伸幸） 考え方としては、今

おっしゃっていただいたような考え方が基本だろ

うというふうには思います。要は、ワンストップで

子供の育成にかかわる部分までの全体の流れが把

握できて、フォローしていただける、そういう体制

をつくろうということではあります。ただ、子育て

世代包括支援センターの機能としては、うちがやっ

てる母子保健型と基本型という形で、どちらが主に

なるかみたいなことが、多少違うやり方があって、

うちはもう母子保健型という中で、健康福祉部の分

野がどちらかというと中心になりながら、ほかのと

ころとの連携をしっかりしていくという体制をつ

くっていくやり方。先ほどの資料の２番の中で、他

の所管課との連携はこういうふうにやってみます

ということをもうお互いに確認をしながら、その体

制で必要なところはつないでいく。こども育成のほ

うには心理士も当然おりますので、そういったとこ

ろとの連携、子育ての支援センターとの関係もしっ

かりつないでいくというところは意識はしている

というところでご理解をいただいておきたい。 

 きょうは、とりあえずうちのやってるところを紹

介ということでありましたので、健康福祉部だけで

お邪魔はさせていただきました。ただ、この子育て

世代包括支援センターというのは、母子保健法の改

正によって平成２９年４月１日施行、そういう中で

全国でこの機能を持たせていこう、これの目標最終

は３２年度までという中で２９年の４月から改正

でスタートをしておる中で、うちは２９年の４月か

ら、まさに最初にスタートはしたということで、い

ち早くスタートをしたほうではないかな。その中で、

具体的などんなやり方、どんな部分がもう少し足ら

ないのか、その辺は試行錯誤しながら、さらに充実

をしていきたいという考え方でおります。 

○委員長（竹中  理） ありがとうございます。 

 ほかに質問等は。 

 上田伴子委員。 

○委員（上田 伴子） 私はよくわからないんだけど、

２名の保健師さんでこの対応は足りるんですか、人

員的には。 

○委員長（竹中  理） どうぞ。 

○健康増進課参事（三上 尚美） 立ち上げの際に事

業の人工等を出しまして検討をいたしました。思う

ものをしようとしますとやはり２名では足りない

状況にはあります。ただ、先ほどちょっと説明をい

たしましたが、健康増進課には地区担当の保健師も

おりまして、必ずしも、この専任の保健師２人だけ

が支援をするということになりますと、上の子供さ

んとの関係であったり家族の関係がございますの

で、増進課全体で考えております。説明の中では切

り分けて、２名の保健師が担当でというふうには申

しておりますけども、地区担当の保健師全体で対応

をしておりますが、まだまだ支援は足りない状況に

あるかなというふうには考えております。（「おや

こ支援室の部分は」と呼ぶ者あり） 

 おやこ支援室は、包括担当の保健師が２人、それ

から、その他、健診担当の保健師が３人、発達関係

の保健師が３人、栄養士が１人、看護師１人で、私、

室長と係長がおりますので、合計１２名で対応して

おります。 

○委員長（竹中  理） どうぞ。 

○健康福祉部長（久保川伸幸） 体制として、このた

めにわざわざふやしたのが２名ということでご理

解をいただきたいと思います。先ほどからの資料の

中で、赤字の部分を対応していくのには最低２人追

加が必要だ、今までの事業の部分もこなしていく、

それから課全体として対応していく、そういうこと

で健康増進課で所管をし、なおかつその中におやこ
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支援室イコール子育て世代包括支援センターの機

能、イコールがおやこ支援室。その中で専属の体制

として２名を増員したということでご理解をお願

いしたいと思います。 

○委員長（竹中  理） よろしいですか。 

 上田伴子委員。 

○委員（上田 伴子） 保健師さんの仕事って本当に

幅広いと思うんで、２名の方を増員されて、このネ

ウボラのための増員だと思いますけども、全体的に

いっぱい仕事がある中で本当に大変だと思うんで、

さらなる充実をお願いしたいと思います。ごめんな

さい。 

○委員長（竹中  理） それでは、ないと思います。 

 ありがとうございました、説明していただきまし

て。 

 また、豊岡市でやってるのをしっかり理解した上

で、視察のほうを行っていただけたらと思いますの

で。 

 ありがとうございました。 

 それでは、引き続きですけども、済みません、あ

と少しよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、（４）の本年度の委員会の重点調査事

項についてということで、ご参考までに、別紙の１

というのがあると思います。文教民生委員会の重点

調査項目ということで、これは前回のところで一応

この部分ということだったんですけども、これに入

れる部分、また削る部分というのがあるのかどうか

ということにつきまして、皆さんでご協議をいただ

いて、最終的に調査事項を確定をしたいと思います。 

 各委員の皆さんからご意見をいただきたいと思

います。いかがでしょうか。 

 一応、地域コミュニティに関してですけども、こ

れは削るのだろうというふうに思っております。ち

ょっと暫時休憩して、自由な意見を皆さんでお聞き

したいと思います。 

 暫時休憩します。 

午前１１時３４分休憩 

──────────────────── 

午前１１時３６分再開 

○委員長（竹中  理） それでは、委員会を再開を

します。 

 各委員の方からいろんな意見をお聞きしまして、

まとめさせていただきます。 

 新たに重点項目として追加したり削除するとい

うことはなしでいきたいと思います。それから、中

項目につきましてを全て取るということで、ちょっ

と改めて言います。 

 １番の福祉等の充実について、２、医療の確保に

ついて、３、環境衛生について、４、交通安全・防

犯対策について、５、教育をめぐる諸問題について、

６、子ども・子育て支援について、７、文化財の保

護と伝統文化の継承について、８、地域コミュニテ

ィについて、９、生涯学習についてということでい

きたいと思いますが、皆さん、よろしいでしょうか。

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 じゃあ、それでしていきたいというふうに思いま

す。 

 それでは、（５）のその他、次に、（５）のア、

文教民生委員会の懇談会について協議をしたいと

思います。ちょっと資料のほうをごらんをいただき

たいんですけども、６ページ、それまでに、済みま

せん、次第のところのアですけども、４月１５日現

在の応募状況ということで、申込期限が４月２６日

なんですけども、１団体、応募が文教民生委員会の

ほうにありました。豊岡市身体障害者福祉協会とい

うところが１カ所だけあったんですけども、それの

詳しい内容が６ページのところに、意見交換会のと

ころで申し込みのメールの内容がそこにあります。

ここの豊岡市の身体障害者福祉協会はどういうこ

とをしているのかというのがそこにいろいろ書い

てあるんですけども、こういうことをされてる団体

であるということについてメールいただいたんで

すけども、それから、もう一つ、こっちの今の、市

の広報の中の資料をおつけしてるんですけども、豊

岡市の身体障害者福祉協会という団体はこういう

ことをやっておりますと、いろんなスポーツに関し

ての行事をやったりとかしているわけですけども、

２枚目以降にちょっと豊岡市身体障害者福祉協会
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の定期総会の資料も添付をしてるわけですけども、

きょうご協議いただきたいのは、この団体と懇談会

を実施するのか、これ以外にもっとほかにもあるの

かどうか、その辺をご協議をいただきたいと思いま

す。 

 それでは、暫時、ちょっと休憩したいと思います。 

午前１１時４０分休憩 

──────────────────── 

午前１１時５０分再開 

○委員長（竹中  理） 委員会を再開をします。 

 皆様の意見をお聞きしまして、団体につきまして

は、今、応募いただいている豊岡市の身体障害者福

祉協会の方の懇談会ということで、場所は、ここの

市役所の７階の、部屋はちょっとあれですけども、

そういう状況にしたいと思います。日程につきまし

ては、第１候補としましては、平成３１年の７月の

８日月曜日の午後。（「委員長、令和元年だな」と

呼ぶ者あり）第２候補としましては、７月の９日火

曜日の午前中ということで、一応、その日にちのほ

うのまた時間のほうの調整というか、確約のほうを

ちょっと、各議員の皆さんの予定を見といてくださ

い。よろしくお願いします。 

○事務局主幹（木山 敦子） ８日月曜日の午後とい

うことなんですけども、１時半というようなことで

よろしいですか。大体時間的には、２時間程度でし

ょうか。（「２時間程度で」と呼ぶ者あり）２時間

程度で。（「だから、最大でも４時まで」「１５時

半まで」と呼ぶ者あり） 

 ７月の９日の火曜日については。（「９時半から

１１時半までで」と呼ぶ者あり）９時半から２時間

程度ということで。わかりました。 

○委員長（竹中  理） いいですか。それは言いま

す、いいですか。 

 それぞれ第１候補につきましては、８日の月曜日

の午後１時半から３時半まで、それから９日につき

ましては、火曜日の午前９時半から１１時半までと

いうことで、約２時間目安に一応予定をよろしくお

願いしたいと思います。 

 この件につきまして、ほかに何か。もう１点。 

 事務局。 

○事務局主幹（木山 敦子） こちらの懇談会の件に

なるんですけれども、議会だよりのほうで申込期限

を４月の２６といたしております。もう少し期限的

にはありまして、もし、この日までに他団体さん等

が申し込み等をされた場合には、またご相談のほう

をさせていただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

○委員長（竹中  理） じゃあ、それでは、それで

よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、最後ですけれども、管外視察につきま

してを議題としたいと思います。平成３１年度の管

外視察につきましては、そこの次第書のとおり、視

察日程、視察先、質問事項を記載をしております。

各視察項目についての質問事項についてご意見を

いただければと思います。これを、皆さんの意見を

最後まとめて、事務局から各視察先のほうに連絡を

していただくということになります。 

○委員長（竹中  理） 暫時休憩します。 

午前１１時５５分休憩 

──────────────────── 

午前１１時５７分再開 

○委員長（竹中  理） それでは、委員会を再開し

ます。 

 内容につきましては見ていただいたとおりです。 

 質問事項につきましては、いかがでしょうか。も

うこれでよければ、このまま事務局のほうから送っ

ていただきます。 

 返事がないということで、よろしいでしょうか。

（「完璧」と呼ぶ者あり）時間ももう１２時になる。

よろしいですか、質問。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 じゃあ、これでお願いしたいと思います。 

 それでは、続きまして、５のその他に入ります。

委員の皆さんにつきまして、済みません、あと１点

だけちょっと言わないといけないのがあって、１２

時過ぎますけど、済みません。 

 先日の議会運営委員会のほうで、本年度から常任

委員会に出席する当局職員については、原則、審

査・調査案件に関する部署の課長級以上の職員のみ
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が出席するということで皆さんにご案内してると

思います。よって、部長級は全員出席しますが、そ

れ以外で審査案件に関係ない職員は委員会に出席

しない前提となります。特にそれ以外で、例えばど

うしても質問をしたいであるとか、そういった出席

させたい職員については、具体的な方法はまだ決ま

っておりませんけれども、６月の委員会の前に、委

員の皆さんに出席をさせたい職員とその理由を照

会したいというふうに思いますので、ご了承くださ

い。照会の意図は、課長・課参事で事務分担が分か

れたりしている場合に、要求する相手をはっきりさ

せるためと、要求された職員に事前準備を促し、効

率的な委員会運営とするためです。 

 皆さんにも資料のほうをお配りしてると思いま

すので、ご了解いただけたらと思います。 

 この件で何か質問がありましたら、よろしいです

か。 

 それでは、あと、委員の皆さんから何かあれば、

よろしくお願いします。 

 青山委員。 

○委員（青山 憲司） ボート協会との連携の資料が

あるんだけど、これは読んどけっていうこと。 

○事務局主幹（木山 敦子） スポーツ振興課の説明

の中で、ご説明しています。 

○委員長（竹中  理） ということで、その他、あ

と何もなければ、以上をもちまして文教民生委員会

を閉会します。お疲れさまでした。 

午後０時０３分閉会 

──────────────────── 


